
（単位：百万円、％）

満期なし ６月未満 ６月以上
１年未満

１年以上 満期なし ６月未満 ６月以上
１年未満

１年以上

1 1,038,020 - - 20,000 1,058,020 - - - - -

2 1,038,020 - - 20,000 1,058,020 - - - - -

3 - - - - - - - - - -

4 2,668,052 - - - 2,408,241 - - - - -

5 139,888 - - - 132,894 - - - - -

6 2,528,163 - - - 2,275,347 - - - - -

7 1,683,082 1,814,518 1,103,088 4,478,928 6,421,987 - - - - -

8 - - - - - - - - - -

9 1,683,082 1,814,518 1,103,088 4,478,928 6,421,987 - - - - -

10 - - - - - - - - - -

11 109,228 - - - - - - - - -

12 - -

13 109,228 - - - - - - - - -

14 9,888,249 -

15 31,907 -

16 16,629 - - - 8,314 - - - - -

17 112,647 2,755,477 1,096,537 6,008,075 7,798,996 - - - - -

18 - - - - - - - - - -

19 15,602 644,017 14,464 89,011 195,186 - - - - -

20 - 2,104,528 1,076,904 5,902,041 7,492,758 - - - - -

21 - - - - - - - - - -

22 - - - - - - - - - -

23 - - - - - - - - - -

24 97,044 6,930 5,168 17,023 111,052 - - - - -

25 - - - - - - - - - -

26 - 86,508 80,011 263,530 427,383 - - - - -

27 - - - -

28 17,092 14,528 - -

29 6,172 6,172 - -

30 425 425 - -

31 - 86,508 80,011 239,839 406,257 - - - - -

32 2,120,132 72,598 - -

33 8,339,201 -

34 118.5% - %

単体安定調達比率に関する定量的開示事項（2022年3月期 第2四半期）

2021年11月22日
株式会社　商工組合中央金庫

うち、上記に含まれない資産及び資本
の額

オフ・バランス取引

うち、貸出金又はレポ形式の取引によ
る資産の額（項番18、19及び22に該当
する額を除く。）

うち、リスク・ウェイトが35％以下
の資産の額

うち、住宅ローン債権

うち、リスク・ウェイトが35％以下
の資産の額

うち、流動資産に該当しない有価証券
その他これに類するもの

相互に関係する負債がある資産

所要安定調達額　（２）

流動資産の額

金融機関等に預け入れているオペレー
ショナル預金に相当するものの額

貸出金又はレポ形式の取引による資産及
び有価証券その他これに類するものの額

うち、レベル１資産を担保とする金融
機関等への貸出金及びレポ形式の取引
による額

所要安定調達額合計

単体安定調達比率

その他の資産等

うち、現物決済されるコモディティ
（金を含む。）

うち、デリバティブ取引等又は中央清
算機関との取引に関連して預託した当
初証拠金又は清算基金（連結貸借対照
表に計上されないものを含む。）

うち、デリバティブ資産の額

うち、デリバティブ負債（変動証拠金
の対価の額を減ずる前）の額

利用可能安定調達額　（１）

資本の額

ホールセール資金調達

うち、項番18に含まれない金融機関等
への貸出金及びレポ形式の取引による
額

うち、その他のホールセール資金調達
の額

相互に関係する資産がある負債

その他の負債

うち、デリバティブ負債の額

うち、上記に含まれない負債の額

利用可能安定調達額合計

うち、適格オペレーショナル預金の額

項番

当四半期 前四半期

算入率考慮前金額
算入率考慮後

金額

算入率考慮前金額
算入率考慮後

金額

うち、上記に含まれない資本調達手段
及び資本の額

個人及び中小企業等からの資金調達

うち、安定預金等の額

うち、準安定預金等の額

うち、普通株式等Tier1資本、その他
Tier1資本及びTier２資本（基準日か
ら１年を経過する前に弁済期が到来す
るものを除く。)に係る基礎項目の額


